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大谷第四自治会規約 

 

第 1 条（名称及び事務所） 

この会は、大谷第四自治会と称し、事務所を自治会館におく。 

 

第 2 条（目的） 

この会は、会員相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維

持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 

 

第 3 条（区域） 

この会の対象とする区域は、さいたま市見沼区の下記地内とする。 

１ 大谷６６６番地  ２ 大谷７２３番地  ３ 大谷７２４番地 

４ 大谷７５７番地  ５ 大谷７６６番地  ６ 大谷８０４番地 

 

第 4 条（事業） 

この会は、第 2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

1 会員相互の連絡事務に関すること。 

2 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。 

3 会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。 

4 会員の福祉厚生に関すること。 

5 集会施設の管理運営に関すること（別に定めるところによる。）。 

6 自主防災活動に関すること（別に定めるところによる。）。 

7 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。 

 

第 5 条（会員及び準会員） 

第 3条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員となることができる。

また、上記区域に住所を有しないが区域内に土地若しくは建物を有する者は、全てこの

会の準会員となることができる。 

 

第 6 条（入会） 

会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。この会は、この会の区域に入

居した個人に対し、この会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。この会は、

正当な事由のない限り、この区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 

 

第 7 条（退会） 

会員もしくは準会員は、退会しようとするときは、会長に届け出をしなければならな
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い。会員がこの会の区域内に居住しなくなったとき、死亡したとき、もしくは、会費を 1

年以上滞納し、かつ催告に応じないときは、退会したものとみなす。 

なお、退会した会員がこの会に既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。 

 

第 8 条（役員と職務） 

この会に下記の役員を置き、その職務は次のとおりとする。但し、監事は、他の役員

と兼務できないものとする。 

会長   1名 自治会を代表し、会務を総括する。 

副会長  2名 会長を補佐し、会務を調整する。会長に事故があるときは、その職務

を代理する。又、会長が欠けたときは、予め総会で承認を得た順序により、

会長に就任する（前任者の残任期間に限る） 

総務   3名 自治会の総務を担当する。 

広報   2名 自治会の広報を担当する。 

会計   1名 自治会の会計を担当する。 

会館   2名 会館の管理運営を担当する。 

環境衛生 2名 自治会の生活環境及び衛生を担当する。 

監事   1名 自治会及び会館の会計を監査する 

 

第 9 条（班及び当番） 

この会の事業を円滑に行うため、班を編成し、班に当番を置く。任期は 3ヶ月とする。 

 

第 10 条（役員の選任及び任期） 

役員は、班を組み合わせた各組の代表者を役員候補者とし、役員候補者の自薦又は互

選により各職に当て、総会の承認を得て就任するものとする。任期は 1 年とする。ただ

し、再任を妨げない。 

 

第 10 条の 2（役員の退任及び補欠役員の選任） 

やむを得ない事由により、役員を退任しようとする者は、役員会の議決を経て、役員

を退任することができるものとする。この場合、役員会は、前条及び第 12条の規定にか

かわらず、当該役員の関係する組の構成員の中から当該職（会長の退任に伴い選任する

場合は、副会長職）の役員を選任することができるものとする。なお、補欠役員の任期

は、前条の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 

 

第 10 条の 3（役員候補者の資格） 

1 80歳以上の会員は役員候補を辞退できるものとする。 

2 前項会員に 20 歳以上 80 歳未満の家族または親族である同居者がいる場合、当該同居

者は前項会員に代わって役員候補者となるものとする。 
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3 前項の同居者はやむを得ない事由により役員候補を辞退したい場合、所属する組の構

成員の過半数の同意があれば、役員候補を辞退できるものとする。 

 

第 11 条（会議） 

1 総会は、通常総会と臨時総会とし、会員をもって構成し、その議長は、総会において

会員の中から選任する。 

2 定期総会は、毎年 1回 4月に開催し、会長が召集する。 

3 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又は会員の５分の１以上若しくは監事から会

議の目的たる事項を示して請求のあったときに会長が召集する。 

4 役員会は、監事を除くその他の全役員をもって構成し、会長が招集し、会長が議長に

当たる。 

5 総会は、総会員の過半数の出席（委任状を含む）で成立し、出席者（委任状を含む）

の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長が決する。但し、規約の変更は、総

会において総会員の４分の３以上の同意を得なければ、変更することができない。 

6 総会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面

により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

7 役員会は、監事を除く役員の過半数の出席（委任状を含む）で成立し、出席者（委任

状を含む）の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長が決する。 

8 やむを得ない事由のため、会議に出席できない会員及び役員は、予め通知された事項

について書面をもって表決し、又は他会員を代理人として表決を委任することができる。 

9  万やむを得ず定期総会開催について中止を余儀なくされた場合、役員会の決議におい

て、書面での議決権を行使することが出来る。 

 

第 12 条（総会及び役員会の機能） 

総会及び役員会は、次の事項を議決する。 

[総会議決事項]    １ 規約の改廃  ２ 役員の選任  ３ 決算及び予算 

４ 事業報告及び事業計画  ５ その他重要事項 

[役員会議決事項]   １ 総会議決事項の執行  ２ 総会付議事項 

３ その他会務執行事項 

 

第 13 条（総会の議事録） 

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

１ 日時及び場所  ２ 会員の現在数及び出席者数（委任状を含む） 

３ 開催目的、審議事項及び議決事項  ４ 議事の経過の概要及びその結果 

５ 議事録署名人の選任に関する事項 

 

第 14 条（入会金及び会費） 
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会員は、次の入会金及び会費を納入しなければならない。準会員は入会金及び会費の

納入義務はない。 

１ 入会金 1世帯 ３００円  ２ 会費 毎月３００円（徴収日、毎月５日） 

 

第 15 条（資産） 

この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

１ 入会金及び会費  ２ 寄付金品  ３ 事業に伴う収入   

４ 資産から生ずる収入  ５ 別に定める財産目録記載の資産 

６ その他収入 

 

第 16 条（資産の管理） 

資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。資産は、これを処分

又は担保に供することができない。但し、やむを得ない事由がある時は、総会の議決を

得てこれを処分し、又は担保に供することができる。 

 

第 17 条（事業年度） 

この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わる。 

 

第 18 条（解散及び残余財産の処分） 

この会が解散する場合は、総会において総員の４分の３以上の同意を得なければなら

ない。解散する時に存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と同一の目的を有す

る団体に寄付するものとする。 

 

第 19 条（書類、帳簿の備え付け） 

この会は、その事務所に下記に掲げる書類・帳簿を備え付けなければならない。 

１ 規約  ２ 認可に関する事項  ３ 役員に関する事項   

４ 会員に関する書類  ５ 会議議事録  ６ 資産台帳  ７ 会員名簿 

８ 収入支出帳簿  ９ 各事業年度末財産目録及び収支決算書 

１０ 事業計画書及び収支報告書 

 

 

付則（施行日） 本規約は、２０００年４月１日から施行する。 

付則（施行日） 本規約は、２００４年３月２１日から施行する。 

付則（施行日） 本規約は、２００５年２月６日から施行する。 

付則（施行日） 本規約は、２００７年４月１６日から施行する。 

付則（施行日） 本規約は、２０１２年４月２１日から施行する。 

付則 (施行日)  本規約は、２０２１年４月１１日から施行する。 


